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1 は じめ に

 現在 「癌告知」や 「臓器移植」時の 「脳死問題」 などにおいて、同時にインフォームド ・コンセント

の問題が取 り上げ られている。欧米 に比べ 日本ではあ まり受け入れ られていないが、その理由に 「日本

人だか ら」 とい う、つ まり文化的に受け入れ難い ものがあ るのではないだろうか。また、受け入れ推進

の理由に も 「患者の知 る権利」を主張す る欧米 とは異 なる ものがあるのではないだろうか。歴史、文化、

人間が異 なる以上、同 じインフォームド ・コンセ ントである必要性 はない。だからこそ 日本では 「説明

と同意」 と訳 して用いているのである。 しか し日本 にこれを取 り入 れるならば、或い はもっと優 先 され

るかもしれない事柄、つ まり医者一 患者関係の向上が期待 される し、主たる目的 をこちらにお くとすれ

ば 「説明 と同意」 とい う訳が必ず しも適切 とは限 らない。そ こで、ここでは敢 えて 「説明 と同意」 とい

ういい方を用いず 、「日本 におけ るインフォーム ド ・コンセ ント」 とい うことにす る。

 それでは 「日本におけるインフォームド ・コンセ ント」 はどのように期待 されるのだろ うか。この間

に答えるために、まずインフォームド ・コンセ ントの歴史 とそれ自体が抱える問題 を挙げ、その後、 日

本文化の根底 を流れる 「甘 え」 との関係 を考察す る。そ してそれをもとに医療不信 を根拠 に 「日本にお

けるインフォームド ・コンセ ント」の必要性 に触れた後、その在 り方を面接調査の結果 をふまえて提案

したい と思 う。

2 日本 人 とイ ンフ ォ0ム ド ・コ ンセ ン ト

2.1 イ ン フ ォ ー ム ド ・コ ン セ ン トに つ い て

 インフォームド ・コンセ ントは、ナチスの残忍 な人体実験 に対する人権への反省か ら生 まれた。第二

次世界大戦後、これ について裁判が行われ(1945年11月 ～1946年10月)、 この反省が医学研 究(人 体

実験)に 対する基本的な原則(倫 理)と して 「ニュールンベルク綱領」にまとめ られたのが始ま りである。

これが世界各国の医師に衝撃を与 え、更に 「世界医師会」(医 師の専門団体)に まで影響を及ぼ し、1948

年に 「ジろネーヴ宣言」、1949年 に 「医学倫理 の国際綱領」、1954年 に 「研究及 び実験 の原則」、1964年

に 「ヘルシンキ宣言」を次々 と出す こととなった。「ヘルシンキ宣言」は、「医学の進歩のためには人体

実験が不可欠であることをはっきりと認 めた うえで、被験者個 人の利益 と福祉 を科学や社会 に対する寄

与 よ りも優先すべ きであるという原則に立 って、臨床研究の倫理 を守るための具体的な手続 きを明 らか

に した もの」(「 インフォームド ・コンセント』)と して評価 され、これがインフ ォームド ・コンセ ント
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の原点になっている。後 に、この根底には 「説明 と同意」が ある とい うことで、知ることは 「患者の権

利」 として受け入れられるようになった。

 日本では、戦争中の残虐 な医学的事件があまりなく、また戦後はその混乱 と、情報源か ら遠かったた

め 「ニュールンベルク綱領」を知 らない人が多 く、「ヘルシンキ宣言」が1975年 に世界医師会東京総会

で改訂 された後 も、インフ ォームド ・コンセ ントに対す る反応 は鈍か った。

 インフオームド ・コンセントは、アメリカでは特に患者の権利 として常識になっている。そ して同時

に反対論 もあ り、次の ような問題点が指摘 されてい る(『 インフォームド ・コンセン ト』)。

1.患 者 は治療上の危険は知 りた くないのではないか

2.説 明 して も情報を理解で きない患者がいる

3.患 者に自己決定権を与えても、患者は医師のいうがままに治療を受けるので無意味だ

4.患 者に与 える情報 によっては、患者が ショックを受けて不利益な結果を もた らす

5。 イ ン フ ォ ー ム ド ・コ ン セ ン トを して い る と 時 間 が か か りす ぎ る

 また、患者に治療方法の選択権 を与 えることについては、訓練 された医者 でも選択に迷 う時 に、「(当

事者である)患 者は冷静な客観的判断がで きるか」 という指摘 もある。 このような問題 は、当然 日本で

インフォームド ・コンセン トを実現する ときにも問題 となるが、今現在受け入れに くい理 由として も考

えることがで きる。

2.2 甘 え に つ い て

 ところで、欧米 の契約社会 に対 して 日本は情の社会 といわれる。そ して日本語の 「甘え」に当たる語

が欧米の言語にはないこ とか ら、「甘え」は日本人の特徴の一つ ともいわれる。土居健郎は 「甘え」が 日

本社会の構造の根底にあ ることを示 しなが ら、欧米人に もこの概念 はあるが相対的に弱いだけだ と述べ

ている。万国共通の概念であるに して も、日本的考 え方 として 「甘 え」を代表 させ議論を進めてい くこ

とは可能であろう。また、「甘え」 には 「依存」 とい う意味が少なか らず含 まれる。「甘え」について土

居健郎 自身ははっきりと定義 していないが、ドァがその著書 『日本における都市生活』の中で、「英語 の
`t

o ask'と`to rely on'の ほぼ中間に位する意味 をもち、一身上のことで相手の好意あるはからいを期

待 して委ねるとい う意味を もつ語」 と紹介 していることを例 にあげ賛 同 している。 これは 「甘 え」は依

存的感情を含むことを示 唆す るものである。そ して 「依存 」は 「信頼」 と深い関係 にある。後で述べる

ように医者一 患者関係 には 「信頼」が必要不可欠であるから、「甘え」 とい う切 りロでインフォームド ・

コンセン トをみることは意味がある と考え られる。

 まず、「甘え」について説明 しよう。「甘える」 とい う言葉 は普段我 々が使 うもので、専 門用語ではな

い。だか らこそその意味 をはっ きりと断定 し難 い。そこで、これが もとになってい る現象 を挙げ、それ

を 「甘え」に よって説明す る方法 を取 りたい。

 始めは 「内と外」の世界 についてである。「内」は、うちの子、 うちの大学 など、所属外の人に向かっ

て所属集団のことを指す ときに用いる。「甘 え」概念 を用いれば、甘 えることがで きるのが 「内」であ

り、で きないのが 「外」である。生 まれて初めて甘えるのは両親、特 に母親である。そ こで最 も甘える

ことがで きる、遠慮のないのが家族であ り、「内」の世界である。これら 「甘 え」の支 えには精神 的な依

存心がある。子は親に依存 して育つ し、甘えても、遠慮が なくて も関係が崩れない、それが 「内」の世

界である。肩が凝 らない楽な世界であるから、日本人は 「内」の世界に入 り亀たがる し、一度入 った後は

その中で堅い関係 を作 り、「外」に対 しての防御 とす る。つまり 「外」の世界 に対 しては、必要以上に身

構えるわけである。 しか し更 にその外の世界には、関係が全 くないために遠慮のない世界がある。
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 「旅の恥は掻 き捨て」 というが、これは 「罪 と恥」 に対す る感覚 と関係 し、日本人の 「悪い ことをし

た」 とい う反省 は、その行為が 「悪い」 とい う自己内部での反省 に因るものではな く、所属集団である

「内」の世界 を裏切ったことに対 して恥 じることを関係のある周囲、つまり甘えられない世界に対 して表

示 し、「内」に対 しての面 目を立てるための感情である。甘えを許される世界 と関係のある世界間での反

省が 「恥」となって現れるのであ り、旅先に限 られた関係は最 も外の世界になり、「恥」にはならないの

である。

 そして、家族など甘 えることが当然許 される世界においては、それに対するお礼の必要はない。 しか

し、甘 えることが当然ではない世界、作 られた 「内」の関係 においては、頼 らせて もらうことによる支

持 に対 して果たすべ きある義務がある。それが 「義理」 と呼ばれる ものである。陰の交換条件 ともい う

ことができよう。これは意識 しな くて も日本人 には自然 に発生す る感覚で、「有 り難 う」よりも 「すみ ま

せん」が多用されることも、行為に対 して感謝するよ りも、 して もらうことによりで きた借 りに対する

感情 を重 くみるため といえる。

 また、甘えられる世界では本音が言えるが、それ以外では 「外」 に対す る防御か ら 「本音」、つ まり

「内」 を隠 し、「建前」で関係 を維持す ることになる。この 「内」 としてのグループ(集 団)が 複雑で、家

庭、会社 、部、課、同輩がそれぞれ 「内」である。「縦社会」 といわれ るが、横 が一つのグループにな

り、グル0プ のつなが りにより形成 される。グループ内ではグルmプ(と い う名称)に 支えられてそれに

甘え、構成員は皆等 しい力を持つ横の関係 となる。一方グループ どうしのつなが りは、年齢 、経験 など、

差 をつける名 目となるものを基準 に上下(縦)関 係が形成 される。

 ところで、「外」 を表れる部分 として 「表」 と考え、「内」が隠れる 「裏」であるとす ると、外部か ら

見た ときは、「本音」 は 「建 て前」 に隠 された 「裏」 ということになる。一方で 日本人は 「表」を肯定

的な ものと考 えるため、本人にとっては 「本音」 こそが真実、つまり 「表」 となる。 これでは 「表」 と

「裏」は同 じもの を指 し、言葉の上 では矛盾 して しま う。 これ らは、視点の転換 によ り起 こる、つ まり

「オモテとウラはす ぐれて相対 的」(「 表 と裏」)で あるためだが 、 日本 人は 「内 と外」 を無意識的 に認

めているため言語上の矛盾 を気 に留め ない。言語に付 される意味についてあま り深 く考 えないともいい

かえられ、これについて土居健郎はr表 と裏』の中で次 のように述べている。,

日本人とてもちろん言葉を軽んずるわけではないが、しかしどちらかというと言葉が至 らな

いことを意識することの方が多いのではなかろうか。しかもこの意識はしばしば言葉に対す

る鋭敏な感覚によって裏打ちされている。日本人が昔から多弁雄弁 よりも寡黙のほうを好ん

だのも、同じような理由に基づ くと考えてよかろう。

 日本人は言語的コミュニケーションが苦手だと言われるが、その理由は、言語よりも「表 と裏」あ考え芳

を重視するためで、やはり根底に 「甘え」が存在するためである。

 このように日本の社会は関係に因るもので、これは 「甘え」が作る 「内と外」という考え方に因ると
いえる。

2.3 甘 え とイ ン フ ォー ム ド ・コ ン セ ン ト

 ここでは前に挙げた5つ の問題 を中心 にその理由を考察 してい くことにする。始めに、問題のうち医

者一患者関係 に関わる 「患者 は治療 上の危険は知 りた くないのではないか」「患者に与 える情報に よっ

ては、患者がシ ョックを受けて不利益 な結果を もた らす」の2点 を取 り上げ ることにす る。

 さて、我 々は体に不調 を感 じてか ら回復す るまでに どの ような過程 を経るだろうか。サ ッチマ ンはこ

の過程 を1.症 候体験段階2.病 人役割取得段 階3.医 療 との接触段階4 .患 者役割段階5.回 復 ・リハ ビリ

段 階の5段 階に分けている。このモデ ルの評価 をすることはここでの 目的ではないので避けるが、医者
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に関わる前 に2段 階があることに注 目したい。 このモデルが正 しくな くて も、受診前 に何 らかの段階が

あることは認め られる。つまり、「調子が悪い」と感 じてもすぐに受診す るわけではな く、売薬を飲 むな

ど自ら何かの処置を講 じ、この まま放 っておいて も改善が期待 で きないと感 じて初めて医者にかかるわ

けである。 この期 間は病気により異 なるが、このことか ら医者にかかる時点で患者 は 「今の状態 よ りは

良 くなること」 を強 く望 んでいると思われ る。つま り専 門家である医者を頼って受診す るわけであるか

ら、この時点に甘えが発生す ることは必至であろう。 しか しなが ら、病名決定の前後では状況が異なる。

始めは 「どんな病気 にかかっているか」がわか らず、よって 「もしか したら悪い病気か もしれない」 と

いう不安が多少な りともあるのに対 し、病気が発見 された後は、それが良 くて も悪 くても治療 のために

患者 としての役割 を果たす段階に移行す るわけで、受診 も経過 をみ るとい う段階になる。 この始 めの段

階においてインフ ォームド ・コンセ ントを実施す るとすれば、患者の持つ不安ゆえに当然 「患者に与え

る情報によっては、患者が ショックを受けて不利益 な結果 をもた らす」 とい う懸念が生 じるのであ る。

 この時点でのインフォームド ・コンセ ントは、特 に病名を告知するか どうかに焦点が当てられ るだろ

う。 しか し、患者の心理状態 を考えると、最 も不安 な時点である。 この不安 を支 えるための 「甘 え」の

方向は、医者に向 くであろ うし、依存対象 とするためには、少な くとも患者 の胸 中では 「医者 なら何 と

か して くれる」 と思い込む必要が ある。診断を受けた後の治療の段階では、治 る見込みのある場合 には

不安は軽減 される。 しか し病気 には色 々なタイプがあ り、特 に現在の医学では治療方法が ない もの、非

常に悪い状態で治る見込みがない ものについては、告知時点で不安は解消 されず、む しろ恐怖 につなが

る。その時に患者が頼るのは医者である。この依頼心 は、恐ろ しいこ とを聞 くよりは任せて しまお うと

い う心理に基 き、この 「甘 え」 による心理が インフォームド ・コンセ ント受け入れの妨げになっている

と考えられ よう。

 情報を知らされることは、良い情報と共に悪い情報 も得るわけで、この時の患者の不安は病名の告知

時 と同 じである。インフォームド ・コンセントの もう一つの問題であった 「患者は治療上の危険は知 り

た くないのではないか」について も、同様の結論が導 き出せ よう。

 では、「甘 え」 による依頼心は医者の何に向いているのだろうか。パ ターソンは 「医者の三つの権威」

として次の項 目を挙げている(『 医者 と患者 と病院 と』)。

1.知 的 権 威(sapiential authority)

 2.道 徳 的 権 威(moral authority)

 3.カ リス マ 的権 威(charismatic authority)

 こ れ ら をバ ラ ンス 良 く持 っ て い る 医 者 が 望 ま しい の だ ろ うが 、 そ の 割 合 と して 砂 原 茂 … は 、知 的権 威

70%、 道徳的権威20%、 カ リスマ的権威10%を 適正比率 として提案 している。 日本人の依頼心か ら考え

ると、(個人差があることはい うまで もないことであるが)思 っている以上に(患 者の心の中にいる)医 者

にカリスマ的権威 を求める気持ちが大 きいので はないだろ うか。患者 にとって医者 は特別 な人間なので

ある。医者に自分の体 を預けて しまお うと考えることはインフォームド ・コンセントの 「患者 に自己決

定権 を与 えて も、患者は医師のい うが ままに治療 を受けるので無意味 だ」 とい う反対論 をも支えること

になろう。

 最後に、残 りの2つ の問題点 「説明 して も情報 を理解で きない患者がいる」「インフォーム ド ・コン

セントをしていると時間がかか りす ぎる」 について考 えよう。前者 については、教育水準が上 がり、例

えば中等教育段 階(中 学校 ・高等 学校)の 総在学率 は1989年 のデ ータでは、ア メリカ合衆国80%、 イギ

リス77%に 対 し日本 は97%と なっている(『 文化統計年鑑1993』)か ら、日本人の知的水準は世界の中

で もトップ レベルであるといえ、理解 で きないという理 由によって欧米 との大 きな差があるとはいい難

い。また、患者が医者 と同 じ専門 レベルの知識 を得ることが 目的で もない。ただ し、建前 と本音 を使い



分ける日本人には、言われることに素直に従 う 「イイ子」が多い。このために情報 を理解 したか どうか

に関わらず、納得 した振 りをす る可能性がある。 日本人特有の問題があるとした ら、この点であろう。

後者 については重要な問題ではあ るが、医療 システムの問題で、日本人 自身に原因が求められることは

ないだろう。敢えてい うならば、 日本人は前に述べた カリス マ的権威 を強 く求めるために、医療 システ

ムにおいて患者の適正 な分配がで きず一部の大病院に集中 して しまうこと、医師の専門化、それによる

家庭医の減少が診療の時間不足 を招いている とい う原因が挙げ られる。

 以上 のように、日本でのインフォームド ・コンセ ントの導入を妨げ る大 きな理由 として、 日本人の特

徴である 「甘え」から来 る依存心が 「患者は治療上の危険は知 りた くないのではないか」「患者に与える

情報 によっては、患者がシ ョックを受けて不利益 な結果 をもた らす」「患者に 自己決定権 を与 えて も、患

者は医師のいうが ままに治療 を受けるので無意味だ」の3点 の問題の解決 を阻んでいることが示 される。

3 イ ンフ ォー ム ド ・コ ンセ ン トの是 非 を問 う

 前章で、受け入れ難 い とい うことをもとにその理由を考えたが、それでは 日本 にインフォームド ・コン

セ ントを受け入れる必要 はないのだろうか。否、必要である と考 える。一般 にはその理由 として、1.人

間の自律性 としての自己決定権2.現 代医療 の不確実性が根底 にある と考え られ、インフォームド ・コ

ンセン トが叫ばれ る理由に1.医 事訴訟が頻発す るようになった2 .医 学情報が行 きわた り、市民 の医学

知識が高 まった3,医 師は威張っておられな くなり、患者 と話 し合わざるを得な くなった4,一 つの病気

について、い くつ もの治療法が可能 になった5.医 学が進歩 したため、医療技術そのものが"両 刃の剣"

となることが多 くなった6.患 者の権利意識が強 くなった7.患 者本意の医療が求められるようになった

(『インフォームド ・コンセ ント」)こ とが挙げ られ る。そ こでこの章では、受け入れの必要性について

医療不信を根拠 として述べ たい と思 う。

3.1 医 療 情 報 に 触 れ る機 会 の増 加

 周囲 を見渡 してみ よう。朝夕 に届 く新聞には健康に関す る特 集が組まれている。テ レビ ・ラジオでは
～相談を している し、医療 の現状 に関す る レポー トもある。雑 誌では読者の投稿 による医療 ミスについ

ての記事があ り、それ らに加 えて薬 ・検査 ・病院や名医選びについての本がある。 これ らが患者の不安

の種 を作 っている ともいえるが 、同時にこれ ら間接的 な情報は得たいと考えている日本人が多いのでは

ないだろうか。その証拠 にこれ らの本は よく売れているという。 これはインフォームド ・コンセン ト推

進派が売上に貢献 しているとも考 え られると共 に、 日本人が医者 に付加 している希望の現 れと考 えられ

る。情報は知 りたい。 しか し医者か らは聞 きた くない、或 は聞け ない状況なのである。

 周囲に漂 う情報が増 えた一方で、患者の 目が情報 に向かう理 由がある。前 に考えた インフォーム ド ・

コンセ ントをめぐる問題 に、「インフォームド ・コンセ ントを している と時間がかか りす ぎる」 ことが挙

げ られたが、その裏には患者数が多 く一人 に時間をかけ られないとい う現状があろう。その原因に疾病

構造の変化がある。生活環境の変化、高齢化 、更には治療技術の向上 と方法の開発が寄与 し、死に至 る

割合が減 り、その結果漫性病(障 害を含む)で 医者 にかかる割合が増加 したのである。平均寿命が伸 び慢

性病が増えたことは、長期 間の治療、良好状態の維持が必要になったことを示 している。急性の病気 と

比べ、いわば猶予期間が与え られたといえよう。期間中、患者はよ りよい状態 を求める。それは日常生

活 における必要性か らか もしれない し、或いはただ不快感か ら抜け出 したいからか もしれ ない。いず れ

に して も患者は少 しで も良い状態、それ を得 るための手段 を求めるであろう。

 ここで患者 と情報が出会 う。情報 を求める患者の周囲には、数知れない情報が散在 しているのだか ら、

両者 は容易 に結 びつ く。この ように、患者が情報に触れる機会は、かつてに比べ著 しく増加 した と考 え
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られ る。

3.2 情 報 の運 ぶ大 きな期待 と現 実 の差 か ら生 ま れる不信

 昭和36年 に国民皆保険制が実現 してから、経済的な障壁が取 り除かれ、原則的に誰でも何時で も何

処で も医者 にかかれるようになった。 ところが、これが患者の大病院志向の実現に貢献 し、結果的に3

時間待ちの3分 診療 といわれ る現在の医療供給体制 を作 りだ している。 なぜな ら、誰で も何時で も何処

で も医者にかかれるためには、医者の間に差が無い ことが前提条件になる必要があるが、 これが崩れて

きているためである。

 前 に挙げたように、周囲には様々な情報が氾濫 している。その中には、医療 ミスの報道や、新 しい治

療法 につ いての レポート、さらに顕著 なものには名医を紹介す る本がある。これ らの情報は、報道の目

的からははずれているに して も、医者間の差 を表す こととな り、差が無いとい う前提が崩 されることに

なるのである。

 ところで患者 の中にある医者の像は どのようなものであろうか。患者 はかかっている医者 に少 な くと

も今以上には良い状態への変化を望むであろ う。 このような患者の願 いか ら、また、外 にある良い情報

(～が治った という類 のもの)か ら、病気 は百パ ーセン ト治 るという気 になって しま うのである。 ここに

現実 と、患者の医者に対す る仮想的な信頼 とのギャップが あり、しば しばこのギャップが不信 につ なが る

のである。これを中村雄二郎 は 「医療 の大 きな落 とし穴」 といい 「医学や医療 に百パ ーセントの正 しさ

を患者 が期待 し、それに対 して医者側 が、その期待 をしばしば安易 に 自己の権威づけ に利 用 している」

(『臨床 の知 とは何か』)と 説明 している。

 それではこの期待す る医者の像 はどのように作 られるのだろ うか。患者の願いや、医学部 に対す るイ

メージ、さらに情報によって作 られ ると思われ る。患者 はおかれてい る状況か ら、治療 の不確実性 を受

け入れ難い、或 いは受け入れを拒否する。それに加 え、様 々なメデ ィアは価値 の片寄 らない情報、いい

かえれば中性の情報 を伝 えているのだろ うか。情報が中性である必要 はないが、ここでの問題 は読者 は

それぞれの動機で情報に触れ、情報 を常に肯定的に取 るということである。読者の利 になるように解釈

するのである。 また読者 と同様、著者 も個 々の考 えを持つ。それに従 って著す以上、情報は嘘でな くと

も片寄った、主観的な ものとなろう。直接患者 の不安 の種 をつ くる報道に限 らず 、これ らにより得 る情

報は患者にとって常に有益 であるといえるだろ うか。

 次の ような例 を考 えてみよう。本 によ り 「ある医者はある慢性病 を専門に し、丁寧に一人一人の診療

に時間をかけ る」 とい う情報 を得 て、そ∂)薩者 を訪 ねた とする。 ところが同 じように情報 を得 た他の患

者 により既 にこみあっていて、その結果一人一人に十分な時間をかける余裕 を持 てな くなっていた。更

に多忙 により医者が倒れて しまった らどうなるだろう。診療は他の医者にで きても、この医師の代わ り

はで きない。この医者 を訪ねた患者のこの医者 に対す る評価 はどう変わるだろうか。情報、或 は情報 の

発信者(時 に医者 自身である)に 対す る不信 は、現実 には見 える相手である医者に向け られて しまう。 こ

の場合、本か ら得た情報に関す る患者の情報処理能力が足 りなかった一方で、理由はどうあれ不信感が

生 まれて しまうのである。平成6年 の健康保険組合連合会の 「健康づ くりと医療」 に関す る調査(平 成

6年7月 に全国の20歳 以上の男女2000人 を対象 に面接調査 し、1437人 か ら回答 を得た もの)の 結果で

は、「診療 に不満 ・疑問があると回答 した人は…30.9%に 達 し、過去最高」(日 本経済新聞1994年11月

7日(月)朝 刊)で あった。医療の基本である信頼関係 の低下 は重要 な問題であ る。

3.3 情 報 の 不 平 等

 医療現場では、医者 と患者の持つ情報は不平等である。なぜ なら、医療の 「基本的な特異性の一つ とし

て、サ ービスの内容が複雑で再現性に乏 しいため、患者 としてそ もそ もどの様 なサー ビス を必要 として
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いるのか、あるいはサ ービスを受けた後で内容が適切であったか どうかを判断で きず、そのため専 門知

識を持 った医師に委ねる必要」があるからである。そのために 「供給者である医師が需要者である患者

の購入す るべ き医療サービスの内容を決めることが前提 となっている」のである(「 医療 の政策選択」)。

それでは、患者が得 る情報が増えてい くにつれてこの不平等 は改善 されてい くのではないだろうか。専

門的な医学知識や 、体の メカニズ ムの理解までは期待で きな くて も、検査について、薬について、治療

について、今 までと比較 してより詳 しい情報 を得 るこ とが可能であろ う。

 ところで世の中に出回る情報が増加 しているのに対 し、管理 されている情報 もある。 まず例を挙げ よ

う。「長期の旅先で熱 を出 し医者にかかったところほぼ一 ヵ月位の間に三回 も胸部 レン トゲ ン撮影を行 っ

た」(「 なぜ医療が信用で きないか」 より要約)と い う話である。三回 とも異 なる病院に行 ったためであ

り、病院によっては診察す る前 に撮影を行ったところもあった。これについて田中伸 尚は 「前の病院の レ

ントゲ ンやカルテの コピーがあれば、二度 目の病 院の診療 やみたて も変わっていたか もしれない」(「 な

ぜ医療 が信用で きないか』)と コメン トしている。必要が無いにもかかわ らず、医者 は得 た情報 を(他 の

医師には)提 供 しないことが多いのである。多 くの場合 これ らの情報の所有権は患者本人 には与え られ

ていない。

 このように考 えると、患者が得 られる絶対的な情報量は増 えた と考えられるが、医者の持つ情報 との

比 、いわば相対 的な情報量は減ったといえる。そ して隠 された情報 と、知ることのできる情報がぶつかっ

た とき、疑いが生 じるであろう。宮澤潤のい うように、「医療 における信頼関係 も、その他 の人間関係

において発生する信頼関係 と同様の特徴 を持ってお り、隠す ことに よっては生 まれ得 ない もの」(『 病

院10』 「法律家の立場か らインフ ォームド ・コンセ ントを考 える」)だ と考 える。

3.4 なぜ イ ンフ ォーム ド ・コ ンセ ン トが必 要 か

 それでは、情報が氾濫 している現在 、更に情報量が増えると予測で きる未来において.医 療に対する

信頼の回復は望めないのだろうか。憲法第ニー条で、集会 ・結社 ・表現の 自由、検閲の禁止、通信の秘

密が保障 されている以上、情報 に制 限を加 えることはで きない。可能だとす るな らば、それは情報発信

者 の倫理観に頼る しかないであろう。それでは、医療への信頼が情報 の洪水 に流 されてい くの を、ただ

見つめている しかないのだろうか。 この心配に対 し、星野一正 は次の ような明 るい考えを持っている。

インフォーム ド ・コンセ ン トの法理 を理解 して、 しか しそれ を法的 な規制 としてではな く、

倫理的な規範 として、患者 を慈 しみ情のある対応 をして、患者の身になって考 え、患者の希

望 を生か した医療 を心掛けていけば、自然 と患者の方か ら医師 を頼 り信頼す るようになるで

あろう。患者 に信頼 されれば、医師 もそれに応えて、全人的 な医療 を心掛けるようにな り、

医師一 患者の人間的な繋が りが深ま り、よい医療 がで きるようになり…(「 医療の倫理」)

 情報を持って情報を制す。情報の規制ができない以上、情報を旨く処理すること、すなわち医者が専

門家の立場を生かし患者の混乱 した情報を患者が納得するように整理することが必要であろう。これは、

診療に対する不満や疑問の内訳で 「病状や治療について十分説明 してもらえなかった」ことを挙げる人

が44.1%(平 成6年7月 健康保険組合連合会の調査)と 最も多 くなっていることからも導 き出されよう。

同調査では、「インフォームド ・コンセントを求める人が四人に三人」に上るという結果も出ている。そ

して患者力ざ納得するような情報の整理、説明、これこそが医者の信頼回復、医者一患者関係の改善への

近道だと考えるのである。

 前に引用 したように、医者一患者間にある情報は不平等は医療の 「基本的な特異性の一つ」によるの

だが、この特性は変化しないものだろうか。疾病構造が変わり、治療法についての選択肢(情 報)が 増加

した現在、それらを患者が知ることのできる現在、患者が必要としているサービスは医者の専門知識の
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みによって判断され得る ものだろうか。サ ービスの内容が適切であったかどうかの判断の基準 は何 に基

づいてい るのだ ろうか。 この特性が少 しで も変化 していれ ば、「供給者 である医師が需要者である患者

の購入す るべ き医療サ ービスの内容 を決める」 という前提 も変わって くるはず である。患者 も自らが購

入する医療サ ービスの内容の決定に関与で きる、またその必要があると議論 を進めることがで きよう。

 情報社会 といわれる今 日、正に情報が氾濫 している。それ らか ら有益 な ものを選択する能力が人々に

求められ る一方で、正 しい情報 を供給す る役割 を情報の供給者 にも求めたい ものである。その一手段 と

して、医療現場におけるインフォームド ・コンセ ントの導入を提案 したい。情報社会では、国民皆保険

制の前提 となっていた 「医者 間に差がない」 とい う条件が崩れてきている。 しか しなが ら患者の医者 に

対す る期待 は変わ らず、その結果患者の仮想す る医者 と現実の医者 との間に差が生 じ、それが不信 につ

ながっている。 この信頼 回復 を主た る目的 とす るインフ ォーム ド ・コンセ ントが必要である と考 える。

インフォーム ド ・コンセ ントを、単に告知問題 として考 えず、む しろ正 しい情報の供給の場、患者の持

つ情報 を整理 し不要な不安 を取 り除 く場 として位 置付 けることはで きないだろうか。国民皆保険制 によ

り個人が支払 う医療費 には限度があるとはいえ、各人は各々の生活 を持っている。患者は同時個々の役

割 を持っているわけで、特 に長期にわたる場合、その生活 を無視 して治療を行 うことはで きない。今 は、

医療のために生活 を犠牲 にする時代で はな く、生活に必要な医療 をうま く取 り込む時代だ と言 えよう。

そのための相互調整の場が必要である。つ ま り 「説明 と同意」 の前者、「説明」の重要性 を感 じるので

ある。

3.5 情 報 を得 る の は権 利 か義 務 か

 では、インフォームド ・コンセ ントを望 まない人には どうす るべ きだろ うか。 これにはインフォーム

ド ・コンセン トを患者の義務 とすべ きか権利 とすべ きかの問題 と考え られる。患者は自分 の体 に関す る

情報 を得 、治療法 を自ら選ぶ義務 を負 うか、その権利 を持 っているのか。

 自分の体である以上、 また病気の原因として環境要因が関わっている以上、医者 との共同作業 として

治療方針 を決定 し、それに従 う役割が患者側 に もある と考える。医者 に対 し情報 の提供を求める限 り、

患者側 にもそれなりの義務が課 され るであろう。 しか しなが ら前にあげ たようなマイナス面 もあ り、 イ

ンフォームド ・コンセ ントを望 まない人にまで当然の義務 として課すこ とには同意で きない。では、ケ ー

スバ イケースにすべ きか。 このケースは誰が決めるのか。

 他者による決定には本人との食い違 いが心配 され る。医療方針 の取 り違えについては、大井玄 らが昭

和60年 に佐久市で行 った終 末期意識 の調査 に、患者の意向を 「医師が正 しく当てた数 は…わずか四一

%に 過 ぎない」(『 叢書 死の文化3終 末期医療一 自分の死 をとりもどすために』)と ある。 また、同 じ

く大井玄ががん専門病院で 「患者たちの生活満足度 とそれに関連す る心 身症状や身体機能 などの調査 を

お こなった」結果は、患者たちが 「どんなに惨 めな思いで 日々を生活 しているのであろ うか」 とい う予

想に反 して、・「彼 らの生活についての満足度は、平均 して、対照 として調査 した一般住民 と全 く変 わらな

かった」(「叢書 死の文化18終 末期医療II一 死の前のクオリテ ィー ・オブ ・ライフー』)の である。こ

の結果により、相手の考 えを正 しく当てるのは難 しいことを認めざるを得ないだろう。それでは家族で

はどうか。医者 よりは関係が近 くなる ものの、本人の考 えをわかっているだろうか。事前に病名を知 ら

せ合 うと約束 していて も言 えなかった例 もある(『 がん告知」)。 家族のつ なが り、端 的には家庭 の在 り

方も変化Lて いる(「 家庭のない家族の時代』)。 本人の生 き方 を左右す る問題の決定 を、周囲がす る権

利があるのだろうか。インフォームド ・コンセ ントで重要なのは、本人の生 き方を尊重することだ と考

える。

 本人の生 き方 を尊重す ることは、全員が治療方法についての 自己決定を行ってい くべ きだ とい う考 え

につながってい くかもしれない。 しか し、一つ手前の段階、つ まり情報 を得たいか どうか(説 明 を聞 きた
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いか どうか)に ついて も選択肢が与 えられるべ きであろう。宮澤潤のいうように、「自己の病名 ・病状 を

知 らされない権利 とい うもの も当然認めて然るべ き」(『 病院10』 「法律家の立場からイ ンフォームド ・

コンセ ントを考 える」)だ と考える。その際、原則 としてインフ ォームド ・コンセ ントを実施すべ きだ

と考 える。希望 しない人 に重点 をおき、原則的に実施 しない方針 をとる と、希望者 は得 た情報 に嘘では

ないか と疑いを持つ可能性があ り、それではインフォームド ・コンセ ントのメリットの一つである医療

現場 における信頼 回復 とい う目的が十分 に果たせないか らである。よって、実施 を原則 とした上で、希

望 しない人 をどの ように認識す るかが実際の問題 となる。

4 医療現場における情報伝達に関する面接調査について

 前 に述べたように、医者のカリスマ的権威の低下 と不安の増加が考 えられ る。 しか し日本人の中に権

威 に対する 「甘え」が存在す る以上、その方向 を他の権威に向ける必要がある。不安が高まっているな

らその必要性 は大 きい。治療 において患者に強い依存心がで きて しまうことは望 ましくないが、信頼関

係の回復 と不安に揺れている患者 の心 を支持す ることは必要であろう。そ してその権威を知的権威 に求

め、 この 目的でのインフ ォームド ・コンセ ントの導入 を考 えたらよいのではないだろ うか。

 そこで、日本 におけるインフォームド ・コンセ ントの実現に向けて、具体的な問題 を探 るために面接

調査、またそれに先だってア ンケー ト調査 を実施 した。これ らについて考察 したい。

4.1 目的

 日本でのインフォームド ・コンセントの導入 を妨げ る大 きな理由 として、日本人の特徴である 「甘 え」

から来る依存心が 「患者は治療上の危険 は知 りた くないのではないか」「患者に与える情報 によっては、

患者がシ ョックを受けて不利益 な結果 をもた らす」「患者 に自己決定権 を与 えて も、患者は医師のいう

が ままに治療 を受けるので無意味だ」の3点 の問題の解決 を阻んでいることが考 えられる。そこで これ

らの問題 を解決するために、医療現場 で情報伝達す る時の、受け手側のショックの方向、マ イナスの情

報 に対する意識、自己決定の権利意識について、判断の もとになっている事実を聞 くために面接調査 を

行った。

4.2 方 法

 慶應 義塾大学湘南藤沢キ ャンパスの、1994年 度秋学期 に池上直己研究会 を履修 してい る4年 生5人

(男:3人,女:2人)を 対象 とし、1994年12月 に面接調査 を行った。面接時間は約30分 で、面接の前 に

6問 か らなるアンケー ト(参 考資料7。1参 照)を 行 った。(面 接調査での質問内容 は参考資料7.3参 照。)

4.3 考察一 一ア ンケ ー ト調 査 につ い て

 上記 の要領で面接調査 を実施 したが 、まず、それに先だって行 ったア ンケー ト調査(参 考資料7.1参

照)の 結果(参 考資料7.2参 照)に ついてふれてお きたい。

 ア ンケー トは病名 を告知 して欲 しいか、危険性 を含めた治療法の説明を して欲 しいか、治療方針 を自

己決定 したいかについて、当事者が回答者自身の場合 と回答者の家族の一人の場合 について、同 じ質問

をした。回答には本人に関 しては全てが希望す るものであったのに対 し、家族 に対 しては必ず しも同 じ

ことを望 んでいない傾向が見 られた。調査の対象 は研究会の4年 生 とい うことで年齢 に大差 はな く、 ま

た全員が未婚であり家族の一人 として親 ・兄弟 を考 えてい ることをつけ加 えてお く。 ここで家族の一・人

とい う表現を使ったことから、それが誰かによって違 うと両方の選択肢 を選んだ例(参 考資料7.2で は選
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択肢3に 分類)が あった。今 回のア ンケー ト調査は、面接調査の資料 とす ることが 目的であ り、標本 も

少ないため傾向を示す に留 まるが、読売新聞が1994年 に行った調査 と比較 して下の表のように病名告

知に対す る積極派が多いと見 られる。 これは、1994年 度秋学期の池上研究会の研究主題は 「日本の医療

の現状 と問題点」であ り、履修者 は医療 について何 らかの問題意識 を持 ち解決 してい きたいと考えてい

るためと考 えられ、予想 していた結 果であった。 また、読売新聞の調査 と今回のア ンケー トでは・質問

の仕方に 「ガン」 という特定の病気名 を用いているかに差があるが、面接調査 において 「ア ンケー ト中

の病気 は生死 にかかわるものと考 えた」 とい う声があ り、質問の違いが回答の差 を導 き出 したとは考 え

難い。

かかっている病気の名前 を知 りたいですか。

知 りたい 知 りた くない

家族に知らせたい    60%

家族に知らせたくない  20%

上記以外        20%

%

%

%

O

AU

∩
∪

「ガ ン 」 にか か った と した ら、 そ の こ とを 自分 に知 らせ て ほ しい.

知 らせ て ほ しい 知 らせ て ほ しくない

 N=1325          N=606

家族に知らせる

家族に知らせない

上記以外

36%

18%

5%

.,.

6%

100%a 100%

(続 売新 閃 、1994年 全国 隅査y

4.4 考 察  面接 調査 につ い て

 次に面接調査についてである(結 果は参考資料6.4参 照)。調査の目的にそって3つ に分けて整理 して

い くことにす る。

 まず、医療現場で情報伝達す る時の受け手側のシ ョックの方向 についてである。 インフォームド ・コ

ンセントの議論 の中で常に病名告知が問題 となる。「患者 に与える情報によっては、患者がシ ョックを受

けて不利益 な結果 をもた らす」のではないか と考 えられるためだが、このシ ョックの方向を知 り、それ

を軽減す る努力 により、患者に もた らす不利益な結果 も最小 限に食 い止めることが可能だ と考える。

 質問項 目3に 対す る回答か らみてみ よう。病名 を聞いた ときのシ ョックは死 とい う一点 に向け られる

のではなく、死に至 るまでの時間的、肉体的制限に向け られている。これ も死に対す る恐怖 に含まれる

のか もしれないが 、予想 していたよりも恐怖が ショックの原因と答えた人が少なかった。また特 に死の

恐怖については、告知時 よりもその後に感 じるだろ うとい う回答が多かった。告知時のショックは、近

い将来に迎えるであろう死 という一時に向け られている とい うよりは、病気 でなかった ら滞 りなくで き

たこ とが制限 されて しまうとい う、 目標、夢の喪失に向け られていると予想できる。

 それではその ショックを和 らげ るものとしては何が考 えられるだろうか(質 問項 目5)。 支える もの、よ

りかかれる もの とまとめ られ るが、中で も家族 とい う回答が多 く、甘 えの方向は医者 よりも家族に向け

られているようだ。それ ならば、庭者に病名 を告知 され、いわば救いに対す る最 後の砦が崩 されても、
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耐 え難 いシ ョックにつながることはない といえる。患者にはまだ家族がいるのである。 ところが、質問

項 目2に 対する回答の うち、当事者である家族(の 一人)は 耐えられないだろうから知 らせた くないと答

えたが、「もし(当 事者が)希 望 し、告知後自分がrういそい られる状溌ならば知 らせ る」 とつけ加えた回

答者が いた。患者は家族 とい う支えが必要であるが、家族は必ず しもそれに応 え られる状況にはない。

そこで周囲にいて くれ る、いることがで きる人 として医者が挙げ られるのではないだろ うか。つ まり甘

えの対象 としての医者 は、家族の代わ りであるといえる。

墜＼ 医者

家族

 一方で病名を知 らせた くない理由 として(質 問項 目2)、 当事者に対す る同情 よりも、聞 くことに対す

る当事者の反応が恐怖であ り、また知 らせ ないことが残 される家族にとっての救済 となるとい う回答が

あった。 ところが当事者が回答者本人の場合では、全員が告知 を望 んでいて、告知時にショックを受け

るのではないか という問 にもシ ョックを受けて も聞 きたい、それ も病気 や死を受け入れる一経過である

とい う考 えを持っていた。家族は知 らない方がいい、耐 えられないからとい うのは建て前で、実はショッ

クを受けた家族の姿を見るのが恐い、どう接 したらいいかわか らないか ら知 らせ ないで欲 しい というの

が本音であろう。

 しか しながら、告知 して欲 しいが家族 には した くない とい うのは矛盾す る。現在の医療現場では、本

人 より先に家族に病名を伝 えることが多 く、本人への告知 は家族 に意 見を聞いてからとなっている。つ

ま り家族に告知 した くない とい う意見をより重視すれば、告知 して欲 しい という願いは聞 き入れ られな

いので ある。家族に告知 しないのであれば、自分 自身に告知 して もらえることもないのである。 また、

一方で患者 に特 に家族 とい う支えが必要 と考 えなが ら、他方で本人への病名告知を避け ることは、家族

が医者 と内の関係 を形成す るのに対 し、患者 を外 に置 くことにな り、患者になる前に存在 したはずの家

族 と患者の甘え関係 が崩れ、結果的に患者 を誰にも甘 えられない状況、つまり誰 も頼れ ない状況=支 え

の無い状 況に追いやって しまう。 これについて意見 を聞いたが(質 問項 目6)、 納得がいかないなが らも

現在 の状況では最 も妥当な方法であろ うと評価 していた。家族を とるか自分 をとるかで は、家族 をとる

人が多いということで、シ ョックを受けた家族の姿を見ることや、家族 を支えてい くことに対する恐怖 ・

不安がかな り大 きい と察す ることがで きる。患者以上に家族へのサポー トが重要であ るといえよう。甘

えの心は患者 よりむしろ家族 にあるのである。

÷ジ ー
 次に、医療現場で情報伝達す る時のマイナスの情報 に対す る意識についてである。伝達 される情報の

中には、危険性や副作用 などのマイナス方向の もの もある。これ らはどのように認識 されているのだろ

うか。悪い情報 と良い情報については、分けて考えることはな く、む しろ悪 い情報を与えないことによ
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る不安の方が指摘 された。 しか し聞 きた くない人には、良い情報だけなら与 えて も問題はない とい う意

見 もあった。 この調査では全員が 回答者本人には情報を与えて欲 しい と思っているので、実際マイナス

の情報を聞いた ときの恐怖が、何 に向いているのかはわか らない。 しか し 「患者は治療上の危険は知 り

た くないのではないか」 とい う疑問には、否定形 で答 えるのが妥当であろう。

 最後に、医療現場で情報伝達する時の自己決定の権利意識についてである。病名を知りたい理由とし

ては、患者は知 る権利 を持つか らというより知 りたい とい う希望 に終わっている。全 ての人に知 らせ る

か知 らせないかの選択では、た とえ自分が知 りた くて も、家族に知 らせ ないためには教 えてもらわなく

て もかまわない とい う消極的な姿勢である。また権利 を前面に押 し出す ことに より、医療現場の雰囲気

が悪 くなることを危惧す る回答者 もあり、聞 きたいか らで きれば医者の方か ら言 う姿勢になって くれれ

ば とい う受け身の考 え方が支持 されている。

 治療方針の説明に関しては、それを自己決定するためには必要と考える人が多 く、自己決定は当然の

こと、または医者或いは知らないことへの不安の解消のためである。この質問では当事者が家族の場合

でも本人の意志を重視するという回答が多 く、その理由に関しても本人の場合とほぼ一致する。

 治療方針の選択 については、権利の主張 とい うより、納得 していたい とい う希望である。家族の場合

も同様 といえよう。悪 い情報 に対す る恐怖 に対 し、本人の場合 は、それにシ ョックを受けて も常に納得

していたい と考 える。三つの質問で分けるなら、自己決定 したい、そのためにはショックを受けて も全

ての情報 を得たい とい う方向につなが る。 しか し一方で、家族に対 しては、家族の反応 に対 しての恐怖

か ら、告知 を希望す るか どうか。希望するなら自己決定すべ きだから情報が欲 しい。 しか し希望 しない

なら自己決定はあ きらめる とい う方向 につながって しま う。

 医者への不信か ら自己決定を希望す る声 もある。不信については、医者 に風邪以外の病気でかかった

ことがあるかないかに因るとみ られ、氾濫 している情報 によってのみ生 まれることはなさそうである。

情報はあ くまで も触媒であ り、医療現場での不満がその不信の種 となるといえよう。ず なわち、学生が
一定期 間を超 えて続けて医者にかかることは少な く、逆に年 を重ねるにつれて医者にかか り不満 を持つ

機会が増 えるといえよう。従って 自己決定 を希望す る声 は増えると思 われる。'

 前に 「患者に自己決定権を与えても、患者は医師のいうがままに治療を受けるので無意味だ」という

問題が指摘 されたが、日本人 にとって インフォームド ・コンセ ントの意義は、自己決定 したことよりも、

医者か ら話 を聞 き方針の決定に関わった とい う、自己内の納得が重要 なのではないだろうか。納得によ

り治療 に協力的 になることで もあれば、それが医者 の言 うがままの治療で も問題 はないだろう。

4.5 結論

 調査 は標本が少ないため、結果か ら傾 向を見いだす ことしかで きないが、インフォームド ・コンセ ン

トを阻む大 きな問題 は、家族 の甘えにあると思 われる。 さらに当事者 と家族は、常に置換 される関係 で

あるか ら、個 々人が別の個人をどの様に認め るかという問題に帰結す る。面接調査 をしている間にも意

見が変わってい く回答者がみ られ、面接調査後に再度アンケー ト調査 を実施 した ら結果が変わっていた

か もしれない。その意味では、 日常 からこのような問題 を考 える機会 を持つことで、突然に起 こる家族

への告知問題に多少冷静に対処す ることがで きるであ ろう。更に告知後 の本人のサポー トシステムの確

立 と、家族 のそれを整備す ることが必須である。 これらによりインフォームド ・コンセ ントを妨げ る日

本 人特有の原因はな くなるであろう。
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5 日本 に おけ る イ ンフ ォー ム ド ・コ ンセ ン トの 実現 に向 け て

 それでは実際に日本において 日本流のインフォームド ・コンセントを導入す るためには、何が必要で

あろうか。 日本におけるインフォームド ・コンセ ントの実現 に向けて、インフ ォームド ・コンセ ントを

原則 とした上で、それを希望するか しないかを選択で きることを支持す る立場か ら意思の確認方法 につ

いて、面接調査の結果か ら家族 の支援体制についてのい くつかの提案 をしたい。

5.1 患者の意思の確認方法 について

 患者の意思の確認については、患者が簡単 に意思表明で きることと、いつで もその変更がで きること

が必要である。これは、医療機関の受付 にア ンケート用紙 を備え、それに記入 して もらい、医師 にわかる

ようにカルテに表示することで満た される と思 われる。初診時に限 らず患者の考 えが変わった ときに随

時記入すれば、変更 も容易 にで きるであろ う。 またこの ような間接 的な方法 をとれば、面 と向かって も

のを言 うのが苦手 な日本人にとって、医者 に直接言わな くて もすむ とい う意味で受け入れ易いであろう。

 しか しなが ら、インフォーム ド ・コンセ ントを行 う一つのメリットとして、患者が治療 に対 し主体的

に取 り組 むことが挙げ られる。そのためには、少 なか らず患者の方か ら積極的 に求めてい く姿勢 も大切

である。よって、初めの段階では上記の ような間接 的な方法をとった として も、最終的には医師を含 め

た希望を直接医者 に伝 えることや、疑問な点などについて患者側か ら積極的に尋ねることが必要である。

5.2 家族 の支援体制 について

 面接調査 により、インフ ォームド ・コンセ ントの受け入れには家族側の抵抗が強いことががわかった。

家族は多 くの場合患者 について最 もよ く知っていると思われるが、患者本人でない以上必ず患者の意思

を正 しく把握 している とい う保証 はない。医者が歴史的に病名 を先 に家族 に伝 える ことが 本人への告知

を阻んで きたことか ら、本 人の希望 を聞いた上で本人への告知 を最優 先 した場合で も、医者一家族関係

の悪化 につながる可能性がある。実際に当事者である患者以上に、何 もで きなヤ嫁 族のつ らさは大 きい

ものか もしれない。 よって、インフォ0ム ド ・コンセ ントを導入す る上で、患者について も家族につい

て もアフターケアの体制 を整 えることが、一つの重要 な問題 となる。患者への インフォームド ・コンセ

ントと同時に、医者か らの家族へ の説明や カウンセリングシステムを整える必要がある。或いは、医者

と患者、家族の三者 を交 えた話 し合いの場 を持つ必要があるだろう。

 先 に家族 に病 名を知 らせ 、本人 には病名 を伝 えない ことが多い とい う現在 の状況から脱す るために、

まず、家族 と医者の話 し合 いの時間を持つ ようにした ら良いのではないだろうか。 これは病名の告知 を

す る第一回 目も含 めて、何 回か行なわれる必要がある。その際に本人が どのように考えていたか、周囲

にいる者 としてそれ を尊重す る必要があるのではないか という点 を中心 に、対等の立場でお互いに意見

交換 をす ることが重要である。

5.3 その他 の 問題

 甘 えを源 とす る日本特有の問題の解決 と共に、万国共通の 「説明 しても情報を理解で きない患者がい

る」「インフォームド ・コンセ ントを してい ると時間がかか りす ぎる」問題がある。

 前者の問題の解決には医者の努力に頼る しかないが、その際に、一つのマニュアルの作成が役 にたつ

のではないか。医者 にとって当た り前 となって しまっている専 門用語の訳 し方や、伝 える内容について

一つの基準があれば、医者側 も導入に対 し不安が減 り、また実行 もし易 いであろう。

 後者の問題の解決 には 「患者を分散 させ る」ことが必要だが、そのためには池上直己のいうように 「受

診 を制限するか、どの病院に行って も同様の質の医療 を受け られるようにするか」(『か らだの科学』「イ
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ンフォームド ・コンセ ントと日本の医療」)し かない。 この問題は、長い待 ち時間の問題 として しば し

ば取 り上げ られるが、予約 による受診 の制限は、待ち時間の単位が時間であるか 日であるかの違いに過

ぎず、診療時間の確保の 目的は満たせ て も、待ち時間の減少には必ず しも結びつかず、患者の満足 を生

むか どうか疑問である。よって、「どの病院に行 っても同様の質の医療 を受け られるようにする」方 を支

持す る。患者が病状に最 も適 した医療機 関を選択す る方向へ持 ってい くことにより、数の分散 を図 りた

い。そのために、医療機関 どうしの協力や医療機関の役割分担 と共 に、それ を患者が学ぶ必要がある。

 更に、池上直己は薬の処方の期間について も触れているが、薬だけ を求めて病院に来る患者 にも時間

を割いてのインフォームド ・コンセ ントが必要だろうか。医者を必要 としているのは、インフォームド ・

コンセ ントを必要 とす る人であ り、薬 を求めている人 に対 して病院が応対す る必要があるのだろうか。

処方箋に対す る規制の緩和 をし、或いは薬の管理の役割は薬局など別の機関に委託 して もよいのではな

いだろうか。薬で稼げ な くなると病 院が潰れて しまうとい う声が聞 こえて きそ うだが、再診な どの保険

点数を上げ、患者 とのコ ミュニケーシ ョンの時間に対す る評価 をすべ きであろ う。

5.4 イ ンフ ォ-ム ド ・コンセ ン ト受 け入 れの方法

 受け入れの段階 と しては、まず患者の情報を整理す る意味で、慢性病の治療 ・薬の効果や検査 の 目的

など比較的恐怖が少 ない点か ら、説明 ・診療時間を増や し医者一 患者関係の回復に努めればよいので は

ないだろうか。同時にホス ピス など新たな支持機関を作 り、次の段階 に備 えるべ きであろ う。依存対象

の喪失 とい う受け入れの問題の解決 と共 に、「説 明と同意」の説明 と相互調整 に力 を入れたイ ンフォー

ムド ・コンセントを提案す る。幸い日本 のインフォーム ド ・コンセ ントは、アメリカの ように医師の裁

判に対す る自己防衛か ら生 まれたものではな く、また 「患者の権利 」が強調 され独 り歩 きした もので も

ない。これは、日本は情 の社会であるため行為 よりも精神的なつなが り、関係を重視 し、弁護士 の数 も

ア メリカの ように多 くないことに因る。その意味で インフォームド ・コンセ ントが生まれた 目的である

「臨床研 究の倫理 を守 ること」に則 り、つ まり告知 という一時点 よりも過程 としての検査や投薬の功罪 ・

必要性 の説明に重点 をおけ ば良い。導入 も必要かつ可能 と思 われる部分か らでよン・。その過程で、患者 ・

医者両者が インフォームド ・コンセントの善悪 ・諸々の問題 、究極的な状況である告知問題 について考

えること、その機会が与 えられることは、現場 を抜 きに した議論 よりも意味があると考える。患者が よ

り積極 的に医療に関わるための準備期 間に もなるだろう。

 日本流のインフォームド ・コンセントを考 えるとき、癌告知や脳死問題 と切 り離 して、日本の文化 とい

う面からその根底に眠る問題 を考 える必要があ り、導入にはその面の解決方法 を考えなくてはならない。
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7 参考資料

7.1 ア ンケ ー ト

       医 療 現 場 に お け る 情 報 伝 達 に 関 す る ア ン ケ ー ト

 私は 「医療現場における人間関係」を大学での研究のテーマとしていますが、その一環 として医師か

ら患者への情報提供について調査 したいと思っています。医療現場における情報提供は、,今のところ医

師の裁量権に委ねられているといえるで しょう。ところで、患者側は実際どのように考えているのでしょ

うか。皆様の考えをお聞かせ下さい。このアンケートについてご迷惑をおかけすることは絶対にありま

せんので、よろしくお願いします。

以下の質問について、当てはまる選択肢に○ をつけて下 さい。

まず 、 あ な た が 入 院 して い る と仮 定 して 答 え て 下 さ い 。

Q1.あ なたはかかっている病気の名前 を知 りたいですか?

        1.知 りたい        2.知 りた くない

Q2.あ なたは病気の治療方針について危険性 も含 めて医師に説明 して欲 しいですか?

        1.説 明 して欲 しい     2.説 明 して欲 しくない

Q3.あ なたは様々な治療方法の メリット ・デメリットを医師に提示 して もらった上で・治療方針 を

  自分で決定 したいですか?

        1.自 分で決定 したい    2.自 分で決定 した くない,

次 に 、 あ な た の 家 族 の 一 人 が 入 院 して い る と仮 定 して 答 えて 下 さ い 。

Q4.あ なたは本人がかかっている病気の名前 を知 らせたいですか?

        1.知 らせたい      2.知 らせた くない

Q5,あ なたは病気の治療方針 について危険 性も含めて医師から本人に説明を して欲 しいです か?

        1.説 明 して欲 しい    2.説 明 して欲 しくない

Q6.あ なたは、様 々な治療 方法のメリット ・デ メリットを医師から提示 して もらった上で治療方針 を

  本人が決定 して欲 しいです か?

        1.本 人が決定 して欲 しい  2.本 人が決定 して欲 しくない

最後にあなたについてお しえて下 さい。

      環境情報学部   総合政策学部 年 歳  男  女

御協力あ りが とうございま した。

御質問、御意見があ りました ら環境情報学部4年 土田純子(03-3785-2524,t91281jt)ま で

お願 い します。
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7.2 ア ンケ ー ト結果

「蘇 肢IIQliQ21Q31Q41Q51Q61

1 5

 

  5 5 3 3 4

2 0 0 0 1 1 1

3(そ の他) 0 0 0 1 1 0

*選択肢1・2の 両方に印があった ものは選択肢3と した。

7.3 面接調査 の質問内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

病名 を何故知 りたい(知 りた くない)か 。

病名 を何故知 らせたい(知 らせ た くない)か 。

病名を聞いた時、場合 によってショックを受けると思 うが、それは何 に対 してか。

シ ョックに恐れが含 まれている時、それは何に対 してか。

例えば、何があれば不安やシ ョックは和 らぐと思 うか。

医者が病名 を本人より先 に家族 に伝 えることについて どの ように考 えるか。

危険性を含 めて治療方針 を何故説明 して欲 しい(欲 しくない)か 。

危険性を含 めて治療方針 を何故本人(家 族の一人)に 説明 して欲 しい(欲 しくない)か 。

悪い情報 を聞 きたいか、聞 きた くないか。それは何故か。

Qlo.良 い情報だけなら聞 きたいか。それ は何 故か。

Q11.家 族の一人が病気の時 に本人 に悪 い情報 を聞かせたいか、聞かせた くないか。それは何故か。

Q12.本 人 に良い情報 だけなら聞かせたいか。それは何故か。

Q13。 何故治療方針 を自分で選びたい(選 びた くない)か 。

Q14.何 故治療方針 を本人(家 族の一人)に 選ばせたい(選 ばせた くない)か 。

Q15.医 者か ら説明が欲 しい と思ったことはあるか。

Q16.そ れはどのような時か。

Q17.医 者 に説明を求めたか。

A・ その時の医者の反応は。

Q19.医 者の反応 に対 しどう感 じたか。

Q20.医 者の治療 方針について不満 を持ったことはあるか。

Q21.そ の時に自分の希望 を伝 えたか。

7.4 面接調査の結果

 以下が面接調査の結果であるが、調査は選択式の質問ではなかったため、様々な回答があった。類似

した答をまとめる こともで きるが、ここにはあえて語 られた言葉通 りに記録 した。同 じ言葉が使われた

場合のみ、その数 を括弧内に記 した。



Q1.病 名 を何故知 りたい(知 りた くない)か 。

知 りたい ・真実 を知 りたい

・ごまか して欲 しくない

・最期 までにやってお きたいこ とを済ませたいか ら

・まわ りに気 をつかわれるのは嫌

・おかれている立場 をはっきりしたい

・自分の ことだか ら

・医療 は100%で な く、生死 にかかわることだか ら

・知る権利 があるから

Q2.病 名 を何故知 らせ たい(知 らせた くない)か 。

知らせたい

知 らせた くない

・本人の意思だか ら

・おかれている立場 をはっ きり知 って欲 しい

・聞 くことに耐 え得る人だ と思 うから

・知 る権利があるか ら

・おちつかせるため

・本人の意思だから

・聞 くことに耐え られない と思 う

・家族 にとっての救済

・シ ョックを受けた親の姿 を見た くない

・まわ りにとって も恐怖だか ら

Q3.病 名を聞いた時、場合によってシ ョックを受ける と思 うが、それは何 に対 してか・

    ・恐怖

    ・死ぬのが嫌だか ら

    ・死に対す る恐怖

    ・余命

    ・人生設計が狂 うこと

    ・未来に対 して求めている もの を今 に迫 られる束縛感

    ・生活が肉体的 に制限を受け ること

    ・苦痛

    ・未知(体 験 していない)の こ と

Q4.シ ョックに恐れが含 まれている時、それは何に対 してか・

    ・死(3)

    ・人生が終わること

    ・痛み

    ・わか らないこと

18
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Q5.例 えば、何があれば不安や ショックは和 らぐ と思 うか。

    ・支えるもの、 よりかかかれるもの(2)

    ・家族の支え(2)

    ・周囲の人

    ・信頼で きる(最 善をつ くす)医 者

    ・社会的 なサポー ト ・保障(カ ムバ ック した とき病気でない ときと同 じ状態)

    ・説明

Q6.医 者が病名を本人 より先 に家族 に伝えることについて どの ように考 えるか。

-
↓

り
乙

り
O

A

A

A

良い

しかたない

嫌

A4 自己決定に反する

A5 反対

親 のために。

とりあえず本人の ことをよく知っているか ら。

病気 は本人の ものだか ら医者か ら本人、そ して家族 とい う順 に

情報が伝 わるべ き。

しか し家族、特 に男 か ら女 では感情が入 って しまう。

事実 を聞 く権利 とい うよ り、雰囲気 の問題。

病名 を知 りたい し、家族の方が本人よりシ ョックが大 きく

まいって しまうか ら。 しか し今の状況(自 分の体 、死、生 きる

ことについて考えていない)で は家族の方が複数で ショックを

分散す るためよい。

Q7.危 険性を含めて治療方針を何故説明 して欲しい(欲 しくない)か 。

    説明して欲しい ・常に不安を抱いているのが嫌

            ・100%医 者を信 じられない

            ・自分で選択するために必要だから

            ・自分のことだから医者任せがおかしい

            ・結果として大差がないなら(治療法を)選 びたい。その前段階として

            必要だから

Q8.危 険性を含めて治療方針を何故本人(家 族の一人)に説明して欲しい(欲 しくない)か 。

    説明して欲しい   ・本人の意思だから

              ・選択の前段階として必要だから(2}

              ・100%医 者を信じられない

    説明して欲しくない ・恐い

Q9.悪 い情報を聞きたいか、聞きたくないか。それは何故か。

    聞きたい   5人 ・常に不安を抱いているのが嫌

              ・(よい情報 と悪い情報を)切 り離す必要はない

              ・判断の材料になる

    聞きたくない 0人

Qlo.良 い情報だけなら聞きたいか。それは何故か。

   '聞きたい  0人

    聞きたくない 5人
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Q11.家 族の一人が病気の時に本人に悪い情報を聞かせたいか、聞かせたくないか。それは何故か。

    聞かせたい   1人 ・本人の意思だから

    聞かせたくない 0人 ・本人の意思だから

               ・性格上悪い方にとるから

    その他     3人

Q12.本 人に良い情報だけなら聞かせたいか。それは何故か。

    聞かせたい   0人 ・悪い情報を聞きたくない人にはよい情報だけでよいと思 う(3)

    聞かせたくない 1人 ・かえって疑 うから

    その他     4人

Q13.何 故治療方針を自分で選びたい(選 びた くない)か 。

    選びたい ・納得がいくように(2)

         ・自分の道は自分で決めたい

         ・(医者に対する不信感から)自分で判断したい

         ・自分のことだから

Q14.何 故治療方針を本人(家 族の一人)に 選ばせたい(選 ばせた くない)か 。

    選ばせたい ・本人に後悔して欲しくないから

          ・自分の道は自分で決めるべ きだから

          ・(医者に対する不信感から)自分で判断して欲 しい

          ・おしきせたらかわいそう

          ・自分の人生だから

Q15.医 者から説明が欲しいと思ったことはあるか。

Q16.そ れはどのような時か。

Q17.医 者に説明を求めたか。

Q18.そ の時の医者の反応は。

Q19.医 者の反応に対しどう感じたか。

あ る 4人

ない 1人

Al

A2

A3

A4

むち打ち症で特に治療が なかった とき、他 の治療(民 間療法 など)に ついて

聞いたが駄 目と言われ、不満 に思 った。

今は不満が不信 に変わり、他の病気 は医者 に任せた くない と思 う。

風邪で沢山の薬 をもらった とき、その効 き目について(看 護婦 に)聞 いた。

答 えて くれたが 、数が多 くて よくわか らず 、重い病気 の場合 も同 じ対応

だった ら不安だ と思った。

肺 の手術 を したのが若 い医者 だった とき、後で若い医者で もで きる くらい

簡単 な手術 だと聞か されたが、先に説明があればよかった。また病気が

軽いか重いかについて も知 りたかった。

薬の副作 用について聞 きたかったが、特 に説明を求めることはしなかった。
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Q20.医 者の治療 方針について不満 を持った ことはあるか。

   ある 2人

   ない 3人

Q21.そ の時 に自分の希望 を伝 えたか。

   伝 えなかった(2)



*本 論文は研究会で優秀 と認め られ 出版 されたものです *


